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〔開会 午前１０時０１分〕 

議長（三鬼和昭議員） これより平成２１年第１回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 皆様、おはようございます。 

 早いもので３月を迎えまして、日ごとに暖かさを増す季節となっておりますけ

ども、本日、議員の皆様には平成２１年第１回定例会にご出席をいただきまして

まことにありがとうございます。このたびは私ごとでお騒がせしておりまして、

大変申しわけなく思っております。この場をおかりしまして、議員の皆様、市民

の皆様に改めて心からおわび申し上げたいと思います。本当に申しわけありませ

んでした。 

 さて、本定例会は新年度に向けての大変重要な定例会でございます。１００年

に一度と言われる未曽有の経済危機の中、どのようにまちづくりを進めていくか、

非常に難しい時期を迎えております。どうか議員の皆様の建設的なご意見とお知

恵をぜひとも拝借したいというふうに考えておりますので、ご指導、ご鞭撻のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。また、提出議案につきましても、何とぞ

よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようお願い申し上げます。簡単で

はございますが開会のあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（三鬼和昭議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において５番、

真井紀夫議員、８番、髙村泰德議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から３月２５日

までの２４日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月２５日までの２４日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第１号「平成２１年度尾鷲市一般会計予算の議決につい

て」から、日程第２６、議案第２４号「尾鷲市高齢者サービスセンターの指定管

理者の指定について」までの計２４議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました２４議案は、議案の朗読を省略し、直ちに提案理由

の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 平成２１年第１回定例会の開会に当たり、平成２１年度当初予

算を含めた諸議案についてのご説明に先立ちまして、所信の一端を申し述べ、議

員各位並びに市民の皆様の一層のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 さて、現在、先ほども申し上げましたけども、１００年に一度と言われる未曽

有の経済危機に直面しております。また、本格的な人口減少社会の到来など、本

市を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。政府が予算編成に合わせて

閣議決定した経済見通しによりますと、平成２１年度においては世界的な景気後

退が続く中で、内需、外需ともに厳しい状況が続きますが、安心実現のための緊

急総合対策、生活対策及び生活防衛のための緊急対策による効果が見込まれるこ

とから、新年度後半には民間需要の持ち直しなど低迷を脱していくことが期待さ

れています。しかし、世界の金融情勢の悪化によっては、景気の下降局面がさら

に厳しく、また長くなるリスクが存在することに留意する必要があるとされてお

ります。一方、地方財政は、景気後退等に伴い地方税収入や地方交付税の原資と

なる国税収入が落ち込み、また、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準

で推移することなどにより、財源不足が大幅に拡大することが見込まれておりま

す。本市においても扶助費や公債費などの義務的経費が増加する一方、個人市民

税、法人市民税等が減少する見込みであります。そうした中にあっても、市民の

安全・安心を確保するため、また、本市の着実な発展のため、必要な施策・事業

に着実に取り組んでいく必要があります。 
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 このような中、本市におきましては、子供たちの生命を守る学校の耐震化が喫

緊の課題となっております。本年度に策定いたします小中学校耐震整備総合計画

に基づきまして、新年度においては各学校の耐震整備を順次進めてまいります。

また、地域づくり、産業の振興、都市基盤の整備推進、健康福祉の充実を基本姿

勢として市政運営を進めてまいります。そのため、まず財政健全化に継続して取

り組みます。 

 本年度から新たな取り組みとして、これまでの実施計画を全面的に見直し、計

画的な財政運営、総合計画の進捗管理、行政評価及び内部事業の精査を目的に、

事務事業目的評価表を導入いたしました。これをもとに総合計画や長期計画との

関連性などを審査した上で、新年度の予算編成を実施したところであります。こ

の評価表については、まだまだ改善の余地もありますが、継続させ、改善を重ね

ることで、より完成度を高めていくものであり、この活動から、ムリ・ムラ・ム

ダを排除し、業務の効率化・簡素化を目指してまいります。 

 次に、地域づくりを進めてまいります。国の地域再生基本方針では、地方公共

団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域経済の活性化、地域における

雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進することと

しております。このため、地域における多面的な地域資源をもう一度見詰め直し、

埋もれた魅力の再発見、磨き上げを行うとともに、官民の適切な連携のもと、地

域の創意工夫を凝らした自主的かつ自立的な取り組みを進めることが重要とされ、

これらの取り組みを総合的に支援するとされております。本市といたしましても、

この考え方に基づき、過疎高齢化・地域活性化対策として、地域づくりの取り組

みを市民と協働で考え、実践できるものから、国等の支援を有効活用しながら取

り組んでまいります。また、この取り組みは、三重県が中心となり、平成２１年

から平成２６年までの６年にわたり実施される「美し国おこし・三重」と共通す

るものであり、本市においてもプロジェクトチームを編成し、地域づくりを全庁

的に進めてまいります。 

 次に、喫緊の課題である学校耐震についてでありますが、学校施設は多くの児

童・生徒が１日の大半を過ごす学習、生活の場であり、地域住民の皆様にとって

も学習や交流の場といった最も身近な公共施設であります。また、災害発生時に

は地域住民の応急的な避難場所の役割も担っております。このような学校の機能

や役割を十分に果たすため、昨年度に策定した尾鷲市小中学校耐震整備計画を見

直し、補強による校舎の耐震化を進めたいとの考えから、本年度に小中学校耐震
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整備総合計画の策定を実施しております。この総合計画につきましては、本定例

会中にお示しできるものと考えております。その結果をもとに、新年度からは具

体的な整備に着手することで、一日も早く児童・生徒の安全を確保するとともに、

最適な教育環境を整えてまいります。 

 次に、産業振興についてであります。 

 みえ尾鷲海洋深層水取水・分水施設アクアステーションにつきましては、尾鷲

商工会議所を指定管理者として順調な施設運営を行っております。昨年は、活魚

の運搬に深層水を使う活魚運搬車の増加が顕著で、深層水の鮮度保持における効

果が活魚運送業者の皆様に認識していただいた結果だと思っております。また、

大手食品会社を始め、食品分野を中心に、みえ尾鷲海洋深層水利用協議会への参

加企業もふえ、みえ尾鷲海洋深層水のブランドマークをつけた新商品も市場に出

てまいりました。しかしながら、海洋深層水を利活用する新たな企業や事業を誘

致するまでには至っておりません。新年度におきましても、企業立地促進法に基

づく国の同意基本計画である尾鷲地域産業活性化基本計画を推進し、国や県の制

度を利用しながら企業・事業誘致に取り組んでまいります。また、複合的でより

効率的な深層水の利活用の手法やシステムの研究について、三重大学等と連携し

て進めておりますが、さらに研究の深度や幅を広げながら取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、商工振興事業についてであります。 

 まず、昨年施行された農商工等連携促進法に基づく農商工連携事業についてで

あります。この事業は、経済産業省と農林水産省が連携し進めているもので、

第２次・３次産業の中小企業者と第１次産業の農林漁業者が相互の経営資源を活

用しながら、連携して新商品や新サービスを創出し、事業を展開することにより、

それぞれの経営改善を図るものであります。第５次総合計画において、海・山の

資源を最大限に活用した産業、うみ業・やま業の推進に取り組んでおり、これは、

まさに農商工連携事業そのものであると考えております。なお、法に基づく基本

計画認定制度においては、既に２つの基本計画が第１号と第３号で認定を受けて

おります。また、地域資源を活用したものづくりも活発に行われてきており、中

小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画も本市では既に三

つの計画がその認定を受けております。このような農商工連携や地域資源活用の

取り組みをさらに推進し、本市の地域振興につなげてまいりたいと考えておりま

す。 
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 昨年度から夢古道おわせの指定管理者である株式会社熊野古道おわせや尾鷲商

工会議所、尾鷲観光物産協会とより緊密な連携をしながら、尾鷲の産物や特産品

の新たな販売戦略や販路開拓に取り組んでおります。新年度も地場特産品情報交

流センターでの取り組みの推進はもとより、いよいよ４月に第１便の発送を控え

た尾鷲まるごとヤーヤ便や市内飲食店における尾鷲鯛めし弁当の販売開始など、

新しい取り組みに力を注ぐとともに、最終事業年度を迎える地域雇用創造推進事

業や新たな国の事業である地域雇用創造実現事業などを活用しながら、地域の雇

用機会の創出と商工会議所を始め関係機関と協働して進めてまいります。 

 次に、集客交流についてであります。 

 昨年４月にオープンした夢古道の湯につきましては、海洋深層水の特性を生か

した内ぶろ、露天ぶろ、ミストサウナ等を整備することにより、近隣の温浴施設

との差別化を図ったこと、また、三重県立熊野古道センターと合わせた地域振興

ゾーンの整備が完了した相乗効果もあって、予想以上の入浴客数となっており、

当初の目標入浴客数である６万５,０００人を２月に達成し、スカイフードレス

トラン等も順調に運営されております。今後とも地域資源を活用した産業の活性

化、交流人口の増加及び滞在時間の延長などを図るとともに、市民の触れ合い、

生きがい及びにぎわいを創出し、三重県立熊野古道センターとも連携しながら、

より一層の集客につなげてまいります。また、まちかどＨＯＴセンターを中心と

した地域資源の発掘、各地区の体験メニューの商品化、地域住民のまちづくり活

動の推進などの取り組みにつきましては、今後ともグリーンツーリズム事業や交

流空間創造事業などとも連携し、交流人口の増加に一層努めてまいります。 

 一方、本年度に農林水産省の採択を受けました農山漁村地域力発掘支援モデル

事業における、おわせ輪内地区まるごと推進協議会では、輪内地区を一体とした

地域連携による活性化への取り組みを今後５年間にわたり継続してまいります。 

 次に、水産振興につきましては、海洋深層水を活用したハバノリ増殖試験を行

っており、本年度は、照度、密度、水温等の条件などによる成長効率の違いなど

を中心に基礎データを収集いたしました。新年度はさらに条件を細分化すること

により、最適養殖環境等を検証し、早期の事業化につなげてまいります。 

 次に、漁港海岸の基盤整備につきましては、東海地震防災対策強化地域に指定

された本市にとって津波対策が急務となっており、その一環として新年度は、須

賀利において緊急津波対策海岸保全事業による漁港の防潮扉の動力化を計画して

おり、他の地区についても順次整備していく予定であります。 
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 次に、林業振興についてでありますが、市有林事業につきましては、平成２４

年度から３０年にわたる主伐を計画しており、現在、主伐予定地の踏査及び市場

価格の把握を行っているところであります。今後の見通しとしては、年間平

均１１ヘクタールの主伐を見込んでおります。年間主伐面積の設定については、

ＦＳＣの理念に基づき、立木の蓄積を一定に保つことで、水源涵養等の公益的機

能の維持増進を図ってまいります。また、施業単価の軽減、木材運搬の安全性等

を確保するため、平成１５年度より取り組んできた森林整備事業が平成２１年度

をもって完了することから、国、県の補助事業を取り入れた新たな事業計画を策

定し、引き続き林業基盤整備等の充実を図ってまいります。 

 次に、都市基盤整備についてであります。 

 まず、道路についてでありますが、近畿自動車道紀勢線では、先月、奥伊勢パ

ーキングエリアのオープン、大宮大台インターチェンジから紀勢大内山インター

チェンジ間が開通いたしました。開通後１週間の交通量は、国道４２号の大内山

で昨年同期より１日約１,０００台増加した旨の報告を受けております。今回の

紀勢線延長を受け、先月１９日に、三重県知事を始め関係市町長等で組織する紀

勢自動車道建設促進三重県期成同盟会で、県選出の国会議員を始め国土交通省及

び財務省に陳情を行ってまいりました。その中で、伊勢神宮式年遷宮までに本地

域への延伸及び熊野尾鷲道路の早期整備等を求めるとともに、今後必要とされる

道路財源の確保を強く訴えてまいりました。新年度においては、熊野尾鷲道路で

は、亥谷トンネルが４月に、逢神曽根トンネルが５月に本格的な掘削が開始され

ることとなっております。 

 次に、市内の基盤整備についてであります。 

 おおむね２０年後の都市づくりの将来像である尾鷲市都市マスタープランの策

定は、平成１９年度から進めております。現在、市民アンケートの集約や市民参

加による委員会等の開催により、都市づくりの理念と目標並びに将来の都市構造

などの全体構想や地域、地区における地域別構想の素案がまとまりつつあります。

新年度は、これらの基本理念に基づき、土地利用の方針や都市計画道路の見直し

など、都市施設の必要性を検証しながら整備方針をまとめ、本市の将来像を明確

にお示ししてまいります。また、尾鷲港第四岸壁耐震強化事業でありますが、本

年度末にはケーソン製作、仮設矢板、仮設アンカー等の工事発注が予定され、今

後、順次工事が発注される予定であります。 

 次に、水道事業についてであります。 
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 水道施設は、耐用年数の経過による老朽化が進んでおり、耐震化を含め更新を

早急に行う必要があります。このため、本年度に上水道施設耐震診断を実施し、

新年度には上水道施設耐震化に伴う調査詳細設計業務を委託し、整備計画を策定

してまいります。 

 次に、光ケ丘墓園の永代使用についてであります。 

 光ケ丘墓園の拡張造成工事は昨年７月に完成し、対象となった墓地移転は今年

度中にすべて完了する見込みとなりました。移転後の残区画につきましては、本

年４月より市民の皆様の永代使用墓園として受け付けを開始してまいります。 

 次に、市街地直通バス等の実証運行については、本年１月に尾鷲市地域公共交

通活性化協議会において、効率的かつ持続可能で利便性の高い交通システムの整

備を目指し、尾鷲市地域公共交通総合連携計画を策定いたしました。連携計画で

は、既存の輪内線などの利用率の低調な３路線を廃止するほか、ふれあいバス八

鬼山線の再編や熊野尾鷲道路を活用した新たな市街地直通バス南回り線の新設、

また、交通不便地域の解消や夢古道おわせなどの誘客施設を経由する尾鷲地区巡

回バスの実証運行を本年７月から開始してまいります。この実証運行は、３年間

の国の補助期間の中で、持続可能でかつ地域の需要に応じた交通体系を構築して

まいります。また、新たな取り組みとして、市民に親しみのある公共交通とする

ため、バス及び停留所のペインティングを計画し、現在、その基礎となるデザイ

ンを地元中学生に依頼するとともに、新路線の名称をも考えてもらっております。 

 次に、健康・福祉施策についてであります。 

 まず、尾鷲総合病院についてですが、本病院は、地域の中核病院として高度医

療、特殊医療、救急医療など多くの不採算部門を担いつつ、地域における医療提

供体制の確保と医療水準の向上に努めております。しかしながら、医師につきま

しては、卒後医師臨床研修制度がきっかけで医師の偏在、診療の偏在を招き、さ

らに看護師につきましても看護師配置基準の変更等により偏在化が顕著にあらわ

れ、地域医療を担う医師、看護師の不足が深刻化しております。このような中、

本病院では医師確保に向けて、医師派遣先である三重大学医学部への医師派遣要

請を、県に対しましてはドクタープール制度、寄附講座の充実、自治医科大学卒

業者義務年限内医師勤務指定期間の指定など、さまざまな要請を引き続き行って

まいります。 

 また、本年度から紀北医師会の先生方に第１と第３日曜日の昼間、１次救急を

担当していただいておりますが、新年度からは毎週日曜日及び祝日にもご協力を
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いただく予定となっております。これにより、本病院医師の業務負担が軽減され

るとともに、病診連携がさらに促進することへの期待を寄せているところであり

ます。 

 看護師につきましても、安定的に確保するため、看護学校入学予定者を対象と

して、早い時期に学資貸与金の募集を行っていくとともに、潜在看護師の発掘に

も努力してまいります。 

 一方、医療提供体制の充実を図るため、本年度に引き続き患者監視装置の取り

かえを行っていくとともに、Ｘ線ＣＴ装置や生化学分析機システムの更新など高

度医療機器等の整備を進めてまいります。 

 次に、福祉施策についてであります。 

 まず、国民健康保険では、事業の休廃止や病気など特別な事情がないにもかか

わらず、長期にわたり国民健康保険税を滞納している世帯に被保険者資格証明書

を交付することとしています。国において国民健康保険法の一部を改正する法律

が公布され、平成２１年４月１日から被保険者資格証明書が交付されている世帯

の１５歳未満の子供には６カ月の短期被保険者証を交付することとなりました。

本市では、国民健康保険税を滞納しているのは保護者であって、子供には責任は

ないとの考えから、３カ月前倒しをし、本年１月１日から３カ月の短期被保険者

証を交付しており、４月からは６カ月の短期被保険者証を交付してまいります。 

 次に、少子化対策についてであります。 

 国において昨年４月より妊婦健診の公費負担回数が従来の２回から５回に拡充

されました。また、本年４月より、妊婦から出産まで１４回の健診を受診するこ

とで出産時の安全性を高めることが、さらなる少子化対策になるとの観点から、

この健診費用を無料化する制度が、平成２１年、平成２２年度の２年に限って創

設されました。本市においても本年４月から実施いたします。 

 次に、次世代育成支援対策についてであります。 

 輪内地区における幼児期の集団教育につきましては、飛鳥幼稚園が平成２１年

度末に休園となるため、認定こども園の設置も視野に入れ、また、厳しい財政事

情等を加味しながら関係機関と継続的に協議を重ねてまいります。 

 なお、南輪内保育園については、国が認可している密閉方式でアスベストを遮

断していますが、新年度にアスベスト除去工事及び園舎の補修工事を実施するこ

とにより、安全・安心な施設としてまいります。工事期間中の保育園の代替場所

については、保護者の皆様、学校関係者を含めて協議を進めてまいります。 
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 次に、放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校低学

年の児童を対象に、授業終了後の遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図

ることを目的に設置しています。この事業は、現在、尾鷲幼稚園の空き教室を利

用して、わんぱくクラブとして、社会福祉法人尾鷲民生事業協会に運営を委託し

て実施しておりますが、利用児童や発達障がい児の受け入れが増加していること

から、新年度には宮之上小学校に宮之上小学校放課後児童クラブを新規に開設い

たします。これらの事業の推進により、次世代育成支援対策をさらに充実してま

いります。 

 次に、福祉関連施設の改修事業についてであります。 

 養護老人ホーム聖光園は、竣工から１３年が経過し、地盤沈下等の影響によっ

て浄化槽機能に低下が認められるため、排水管及び排水槽の取りかえ工事を実施

してまいります。また、林町会館は昭和４３年に建設され、老朽化が著しい建物

になっております。現在、各種の文化講座や講演会、会議等に利用いただいてい

るところですが、高齢者の皆様の利用頻度が高くなっているため、外階段の傾斜

を改修するとともに、トイレの洋式化、フローリングの張りかえなどの施設改修

を実施いたします。 

 次に、環境施策についてであります。 

 まず、本市の清掃工場につきましては、建設から１８年が経過し、老朽化が進

んでいるため、平成１９年度に策定した新ごみ処理施設整備に係る基礎調査報告

書に基づき、新たな施設整備に向けた検討を行っているところであります。新年

度におきましては、熊野市、紀北町とともに事務レベルでの検討を実施し、広域

的な処理施設の整備について協議を進めてまいります。一方、清掃工場の２号焼

却炉につきましては、昨年にキャスターの一部が欠落したため、応急的な補修工

事を施した状態で、現在も稼働しております。このため、４月以降、本格的な改

修工事を実施してまいります。清掃工場は、市民生活に密着した重要な施設であ

ることから、広域での施設整備を検討するとともに、現施設の適切な維持管理に

努めてまいります。 

 続きまして、クリーンセンターの運転管理業務委託契約の更新についてであり

ますが、新年度からは施設管理業務、施設点検、施設整備の３業務を包括した業

務委託契約に変更いたします。施設の委託業者は競争入札によって選定を行い、

施設の適切な維持管理と効率的な運営を図ってまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 
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 本年１月に、ニューギニア付近の地震により太平洋沿岸に津波注意報が発表さ

れ、本市では最高潮位で６０センチの上昇を確認いたしました。本市は、東海、

東南海・南海地震による大規模な被害の発生が予測され、今後３０年以内に東南

海地震の発生する確率は６０％から７０％と言われており、防災・減災に向けた

さらなる取り組みが求められております。このことから、本年度、発災時の地域

の被害状況等を早期に把握することにより、速やかな救援・救助活動を可能にす

るため、アンサーバックシステム、すなわち防災行政無線双方向通信を導入し、

昨年度、市民の防災情報の入手手段の１つである防災情報配信メールシステムを

導入したところであります。現在、メール登録者数は１,０００件を超えるなど

徐々に増加しております。新年度からも引き続き市民の安全・安心の確保に大き

な役割を果たすこれらのシステムの周知及び利用促進に向けてさらに力を注いで

まいります。 

 次に、教育行政についてであります。 

 まず、ＡＬＴにつきましては、学習指導要領の改訂により、平成２３年度から

は５、６年の小学生を対象とした小学校英語活動の本格実施が始まります。この

活動は、平成２１年度から先行実施が可能となっており、今後、各学校からＡＬ

Ｔの派遣要請が増加することが予想されるため、新年度の８月以降につきまして

は、ＡＬＴ２人体制で対応してまいります。 

 次に、生涯学習の取り組みについてでありますが、人は学校教育に限らず、社

会や職場において、また第一線から退いても、みずからのキャリアアップとして、

あるいはライフワークとして、新しいものを学び続けたいという気持ちを持って

いると考えております。そのため、学習の場の提供と内容の充実を図っていくこ

と、文化との触れ合い、あるいはスポーツ活動に気楽に参加できる体制づくり等

の取り組みを進めてまいります。このような中、尾鷲市集中改革アクションプラ

ンにおいて、図書館業務の民間委託を検討することとなっており、本年度、尾鷲

市立図書館協議会において、指定管理者制度の導入や業務委託化に向けての検討

を重ね、従来どおり市が直営で運営することが望ましいとの結論に至ったところ

であります。今後とも市民の皆様が親しみやすい図書館としての環境づくりをさ

らに進めてまいります。 

 次に、放課後子ども教室推進事業についてであります。これは、放課後等にお

ける子供たちの安全で健やかな居場所づくり及び学校外での学習を深める機会を

提供するとともに、地域のすばらしい海・山の自然、文化に触れながら、生活、
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社会、自然体験などさまざまな体験講座を通じて、子供が自発的に考える力、豊

かな心を育てるなど、地域の子供を育てる体制づくりを支援することを目的に事

業を実施するものであります。本年度、試行的に取り組んできた放課後子ども教

室を、新年度から「いきいき尾鷲っ子」として、水曜日、土曜日を中心に体験講

座を市内の小学生を対象に実施してまいります。 

 次に、三木里インター線搬入土砂問題についてであります。 

 三木里インター線搬入土砂問題につきましては、昨年末に開催された第２回三

木里インター線搬入土砂問題検討委員会において、３月まで毎月のモニタリング

が指示され、現在、委員の立ち会いのもと調査が進んでおります。今後は、この

調査結果を受け開催される第３回検討委員会の中での協議を踏まえ、協議会の動

向を注視しながら市の対応を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、国の２次補正予算関連であります。 

 本定例会に、一般会計補正予算（第６号）に地域活性化・生活対策臨時交付金

関連予算を計上しております。この交付金事業は、昨年１０月３０日に閣議決定

された生活対策において、地方公共団体が地域活性化等に資するきめ細やかなイ

ンフラ整備などを進めることに活用できるよう創設されたものであります。この

趣旨にのっとり、生活対策につながる事業として、本市といたしましては、平

成２１年度の予定事業であったゴミ処理施設大規模改善事業、斎場施設整備修繕

事業、市道改良工事事業等の事業を実施してまいります。 

 定額給付金事業については、財源の裏づけとなる関連法案が今国会で成立した

後、市町村を事業主体に地域の消費拡大につながる経済活性化対策として、１

万２,０００円を基本額に１８歳以下及び６５歳以上の方には２万円の定額給付

金を支給いたします。今後のスケジュールにつきましては、４月下旬に定額給付

金受給対象者の皆様に申請書類を送付し、提出書類の審査及び給付決定を行った

後、５月下旬をめどに受給者の皆様が指定する銀行口座への振り込みを予定して

おります。 

 また、子育て応援特別手当は、厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負

担を軽減することを目的に、世帯に属する３歳以上１８歳以下の子が２人以上で

あり、かつ第２子以降が就学前３年間に属する子である場合に支給されます。支

給額は１人当たり３万６,０００円であり、本市では約２１０名程度が該当にな

る予定で、５月の連休前に支給できるよう準備しております。 

 この二つの事業につきましては、速やかに事業が実施できるよう、本定例会に
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事務費及び事業費の補正予算を追加議案として上程させていただく予定でありま

す。 

 以上、所信の一端を申し述べさせていただきました。 

 それでは、引き続きまして、今回提案しております予算案１３件、条例案８件、

その他議案３件についてご説明いたします。 

 本市の財政見通しは、歳入面では、経済不況の影響による税収入の減少に加え、

普通交付税についても新たに生活防衛のための緊急対策が盛り込まれたものの、

平成２０年度交付決定額より減額されるものと見込んでおり、引き続き一般財源

の確保が厳しい状況にあります。一方、歳出面では集中改革プランに基づき、人

件費の削減を始め指定管理者制度の導入など、ほぼ計画どおり実施し歳出削減に

努めているものの、大型事業の元金償還が始まることによる公債費などが増加し、

大幅な経費の削減は難しい状況にあります。また、学校施設の耐震化を推進して

いかなければならないことから、あらゆる事務事業の見直しを行うなど、財政健

全化に取り組み、持続可能な財政運営の確立を目指した予算編成といたしました。 

 それでは、平成２１年度当初予算案についてご説明いたします。 

 お手元に配付の平成２１年度当初予算主要事項説明をごらんください。 

 まず、１ページをごらんください。 

 当初予算の規模は、一般会計で対前年度比３.９％減の７８億６,０００万円、

特別会計の国民健康保険事業会計が６％減の２９億３,４４１万円、老人保健医

療事業会計は、大部分が後期高齢者医療事業に移行したことにより９８.７％減

の４５４万２,０００円、後期高齢者医療事業会計が５.９％増の５億３,４７４

万６,０００円、公共下水道事業会計は前年度と同額の２７６万６,０００円、企

業会計については、病院事業会計で２.８％増の４９億３,１２９万５,０００円、

水道事業会計で１５.９％減の８億１,０７１万７,０００円、各会計を合わせた

予算総額を対前年度比４.７％減の１７０億７,８４７万６,０００円と定めたと

ころです。 

 次に、一般会計の歳入予算についてご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 市税につきましては、対前年度比２.３％減の２３億４,８５１万３,０００円

を計上しています。主な要因としましては、経済不況による企業の業績悪化が予

想されることから、法人市民税の減少、評価がえによる固定資産税、都市計画税

の減少や喫煙者の減少によるたばこ税の減少などによるものでございます。 
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 地方交付税交付金は７％減の２億円、自動車取得税交付金は３８.５％減

の３,２００万円の計上となっております。これらは、経済不況の影響による購

買力の低下による減少を見込んだものであります。 

 地方特例交付金は、１２３.１％増の２,９００万円を計上しておりますが、こ

れは、自動車取得税交付金が大幅に減少することが予想されるため、補てん措置

として交付金が新設されること等による増額となっております。 

 地方交付税につきましては、国において、新たな生活防衛のための緊急対策と

して１兆円が盛り込まれましたが、通常分では３.９％の減となっていることか

ら、平成２０年度交付決定額と比較しますと１億６,３７６万８,０００円減額と

なる見込みでありますが、前年度比では０.４％増の２９億８００万円を計上し

ております。 

 国庫支出金は、１４.７％減の６億４,５０５万円と大きく減少しましたが、こ

の主な要因は、市道梅ノ木谷線改良事業委託金１億１,０００万円や尾鷲港新田

線整備事業等に係るまちづくり交付金３,４６０万２,０００円などの減によるも

のです。 

 県支出金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金が三重紀北消防組合で予算化され

ることなどにより６.９％減の５億９６７万７,０００円を計上しています。 

 次に、財産収入では、坂場墓地移転に伴う不動産売払収入などの減によ

り１,９１２万４,０００円を計上しています。 

 市債につきましては、臨時財政対策債の増加などにより２４.９％増の４

億６,５００万円を計上しております。 

 予算編成に当たり、不足する財源につきましては、財政調整基金を１

億３,７３７万円のほか、その目的に沿って減債基金２,０００万円、地域福祉基

金４１３万４,０００円など、合わせて１億６,２４３万３,０００円の取り崩し

を行いました。 

 次に、一般会計歳出予算の主な概要についてご説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 人件費、扶助費、公債費の義務的経費につきましては、対前年度比０.８％の

増となりました。この内容は、人件費において２.３％減の１７億７,１４０

万１,０００円を計上しています。減少の要因としましては、定員適正化計画に

よる正規職員の削減等が主なものでございます。 

 扶助費につきましては、対前年度とほぼ同額の１４億６,９１８万４,０００円
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を計上しております。 

 公債費は、クリーンセンター整備事業に対する据え置き期間が終了し、償還額

が増加することにより、対前年度比８.１％増の１０億２,７９４万４,０００円

を計上しています。 

 次に、その他の経費のうち物件費につきましては、自主運行バス運転委託料や

廃家電等処理委託料などの減と新たにクリーンセンター施設運転保守管理包括業

務委託料の増などにより、０.７％増の１２億１,４００万円を計上しております。 

 補助費等は、市税過年度分還付及び還付加算金、三重紀北消防組合への負担金

の減少などにより、３.４％減の１０億４,１１６万９,０００円を計上しており

ます。 

 繰出金は、老人保健医療事業特別会計繰出金が減少したものの、後期高齢者医

療事業特別会計繰出金が増加となるため、３.６％増の８億７,４９０

万３,０００円を計上しております。 

 次に、投資的経費についてであります。 

 普通建設事業費の総額は、５０.６％、３億５,２６１万円の大幅な減額で、３

億４,５７１万５,０００円の計上です。その内容は、補助事業費においては、須

賀利漁港緊急津波対策海岸保全事業５,０００万円や南輪内保育園アスベスト除

去工事補助金５,９９１万円などが増加しておりますが、防災行政無線アンサー

バック整備事業４,００８万７,０００円や市道梅ノ木谷線道路改良事業１

億１,０００万円、まちづくり交付金事業９,８９５万円などが終了したことによ

り、４２.６％減の１億６,５９６万３,０００円、単独事業では、光ケ丘墓園拡

張に伴う造成工事４,３８１万７,０００円の減や、本来この当初予算に計上する

予定でありました市道改良事業など９,９６９万１,０００円が、国の補正予算

（第２号）に伴い、６号補正予算に前倒し事業として計上していることによ

り、６０.５％減の１億２,７１０万４,０００円、県営事業負担金は、街路事業

茶地岡向井線地元負担金などの減少により、４５.４％減の４,０５０万円、受託

事業費は、受託造林費で１３.９％減の１,０１４万８,０００円をそれぞれ計上

しています。このように、普通建設事業につきましては、６号補正予算と一体で

取り組んでまいります。 

 続きまして、特別会計についてご説明いたします。 

 １６ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、対前年度比６％減の２９
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億３,４４１万円を計上しております。主な要因としましては、保険給付費が前

年度実績により減少見込みであることや、介護納付金などの減少によるものです。 

 １７ページの老人保健医療事業特別会計は、後期高齢者医療事業への移行によ

る医療諸費の大幅な減少により、対前年度比９８.７％減の４５４万２,０００円

を計上しております。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、対前年度比５.９％増の５億３,４７４

万６,０００円を計上しております。これは、平成２０年度は制度創設年度であ

ることから、納付対象月が４月診療分から２月診療分までの１１カ月分でしたが、

本年度からは３月診療分から２月診療分の１２カ月分となることにより、広域連

合負担金が増加しているものであります。 

 次に、公共下水道事業特別会計は、昨年度と同額の２７６万６,０００円を計

上しております。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 １９ページをごらんください。 

 病院事業会計は、対前年度比２.８％増の４９億３,１２９万５,０００円を計

上しております。業務の予定量は、入院が１日平均２１４人、年間延べ７

万８,１１０人、外来で１日平均４９６人、年間延べ１１万９,９９９人を見込ん

でおります。 

 収益的収入及び支出につきましては、収入が４０億３,２２９万１,０００円、

支出を４４億９,３１２万円計上しております。 

 資本的収入及び支出では、収入が３億２,７９２万２,０００円、支出に４

億３,８１７万５,０００円を計上し、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額１億１,０２５万３,０００円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんす

るものです。 

 次に、債務負担行為は、警備業務委託で、期間が平成２２年度から平成２４年

度まで、限度額は５,００１万円、次に、院内清掃業務委託で、期間が平成２２

年度から平成２４年度まで、限度額が９,２１０万円、続きまして学資貸与金で、

期間が平成２２年度、限度額３００万円でございます。 

 次に、２０ページの水道事業会計では、対前年度比１５.９％減の８

億１,０７１万７,０００円の計上でございます。業務の予定量は、給水戸数１

万１,３８９戸、年間給水量４８２万４,０００立方メートル、１日給水量１



－２０－ 

万３,２１６立方メートルを見込んでおります。 

 収益的収入及び支出につきましては、収入が５億３,２２７万３,０００円、支

出に５億３,２４９万円を計上しております。 

 資本的収入及び支出では、収入が５,２９５万６,０００円、支出に２

億７,８２２万７,０００円を計上し、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額２億２,５２７万１,０００円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんす

るものです。 

 続きまして、債務負担行為でございます。 

 公営企業会計システム賃借料の更新に伴うものでございます。期間は平成２２

年度から２６年度まで、限度額が１,２２３万８,０００円でございます。 

 続きまして、平成２０年度補正予算（案）についてご説明申し上げます。 

 お手元に配付の一般会計補正予算（第６号）主要事項説明の１ページをごらん

ください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計を２億６７４

万９,０００円増額し、国民健康保険事業会計１,５７２万２,０００円、老人保

健医療事業会計７,２１７万６,０００円、後期高齢者医療事業会計８２３

万１,０００円、病院事業会計２,９５６万６,０００円、水道事業会計が１

億３,５８６万６,０００円をそれぞれ減額し、これにより各会計を含めた予算総

額を１８７億１,９８２万円とするものであります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の主な概要につきましては、市税が個人市民税、固定資産税などの増額が

見込まれるため、７,９４６万５,０００円を増額するものです。 

 分担金及び負担金につきましては、三木浦漁港県営県単漁港改良事業の事業費

の確定に伴う地元分担金１万７,０００円の減額です。 

 使用料及び手数料では、海洋深層水使用料や幼稚園保育料等の減額によ

り３０８万３,０００円の減額です。 

 国庫支出金につきましては、国の平成２０年度補正予算第１号、地域活性化・

緊急安心実現総合対策交付金１,３８９万７,０００円、及び第２号、地域活性

化・生活対策臨時交付金１億１,８０９万６,０００円の増額などにより、１

億１,７５７万２,０００円の増額です。 

 県支出金につきましては、国保基盤安定負担金の額の確定などによ
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り３,９５６万円の減額です。 

 財産収入は、定期預金の利子による基金運用収入や坂場墓地の売却額の確定に

より８６２万９,０００円の増額です。 

 寄附金３４８万５,０００円は、ふるさと納税分として３件分１４万円を活性

化基金へ、１件２万円を財政調整基金へ、一般寄附金として３０万円を財政調整

基金へ、社会福祉寄付金３０２万５,０００円を地域福祉基金へ積み立てるもの

であります。 

 諸収入につきましては、社会福祉協議会に出捐していました障がい者福祉資金

の返還金１,０５０万円を増額するものの、坂場墓地移転に伴う賠償金の減額な

どで５２４万２,０００円を減額するものです。 

 市債は、まちづくり交付金事業債などが減額となったものの、普通退職に伴う

退職手当債の増加により４,５５０万円を増額するものです。 

 次に、歳出でございます。 

 ３ページをごらんください。 

 議会費は、議会運営費の普通旅費の減額などにより、２１３万４,０００円の

減額でございます。 

 総務費につきましては、元泉教員住宅解体工事の事業費確定により減額となる

ものの、財政調整基金や公共施設基金などの積立金の増額により、１

億９,２５２万８,０００円を増額するものです。 

 また、民生費では、後期高齢者医療事業特別会計繰出金が増額となるものの、

入所者の減による養護老人ホーム聖光園指定管理料や国民健康保険事業特別会計

繰出金が減額となることから、１,８０５万２,０００円の減額でございます。 

 衛生費は、健康診査等委託料、クリーンセンター運転管理費、坂場墓地移転手

数料などが減額となるものの、国の２次補正分として清掃工場２号炉耐火物補修

工事請負費３,８８６万８,０００円などを増額したことにより、１,６８５

万３,０００円の増額でございます。 

 農林水産業費では、国の２次補正分として、海洋深層水推進事業１３２

万３,０００円などが増額となるものの、山林事業費や受託造林事業など事業の

確定や精査により８６６万円の減額です。 

 土木費は、まちづくり交付金事業（尾鷲港新田線）や街路事業地元負担金（茶

地岡向井線）などの事業費の確定による減額と国の２次補正分として市道改良事

業５,０００万円、都市公園事業２００万円を計上し、３,４０７万７,０００円
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の増額です。 

 消防費では、第９、第１０分団車庫整備事業費の確定などにより、１９８万円

の減額です。 

 教育費は、スクールバス・スクールタクシー運行委託料の減額、その他事業の

精査により５８８万３,０００円を減額するものです。 

 次に、繰越明許費でございます。 

 ９ページをごらんください。 

 ４款衛生費、２項清掃費の塵芥処理施設維持補修事業、同じく４項下水道費、

下排水路整備事業、５款農林水産業費、１項農業費、農業用水路改良事業、同じ

く５項水産業費、アクアステーション分水設備整備事業、７款土木費、２項道路

橋梁費、市道維持補修事業並びに市道改良事業、同じく５項都市計画費、都市公

園整備事業につきましては、国の２次補正分の事業であり、年度末までの期間が

短いことから、年度内で執行することは困難なため、繰越明許費として平成２１

年度に繰り越して執行することを予定しております。なお、５款農林水産業

費、２項林業費、森林環境創造事業は、事業計画の変更など一部事業が年度内で

の執行が困難な状況であるため、繰り越し事業とするものです。 

 続きまして、債務負担行為補正でございます。 

 債務負担補正は、公共ネットワークサービス提供装置借上料につきまして、入

札結果により限度額を３００万円から１８３万５,０００円に変更するものです。 

 次に、特別会計についてご説明いたします。 

 １０ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は、１,５７２万２,０００円を減額し、歳入歳出総

額を３０億８,３４５万４,０００円にするものです。 

 主な概要につきましては、歳入では、国民健康保険税が２,１８３万円の増額

です。 

 国庫支出金は、特別調整交付金の減により３２７万２,０００円の減額です。 

 療養給付費等交付金は、退職医療療養給付金の変更決定により４,８５１

万２,０００円の増額、県支出金は、地域普通調整交付金の減により１,０２７

万５,０００円の減額、共同事業交付金は、高額共同事業交付金、保険財政共同

安定化事業交付金の減により３,９５３万９,０００円の減額でございます。 

 財産収入は、預金利子による財産運用収入６万２,０００円を計上、繰入金は、

保険基盤安定繰入金の額の確定により３,３０４万円の減額でございます。 
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 歳出につきましては、保険給付費は、退職者被保険者療養給付費の減によ

り１,４００万円の減額、後期高齢者納付金等は、後期高齢者支援金などの増よ

り２０万２,０００円の増額、老人保健拠出金は、額の確定により１,０００円の

増額、共同事業拠出金は、高額医療共同事業拠出金や保険財政共同安定化事業拠

出金の増加に伴い１,４００万円の増額です。 

 保健事業費は、受診者の減少に伴う特定健康診査等事業の減などによ

り２,３３５万４,０００円の減額です。 

 諸支出金は、保険税過誤納付還付金９５万円の減額です。 

 基金積立金は、国保財政調整基金へ８３７万９,０００円を積み立てるもので

あります。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 老人保健医療事業特別会計は、７,２１７万６,０００円を減額し、歳入歳出総

額を３億４６３万３,０００円にするものです。 

 歳入において、諸収入の第三者納付金が５６２万２,０００円の増額や歳出の

医療給付費が減となったことなどにより、支払基金交付金４,０１７万１,０００

円、国庫支出金２,５０８万４,０００円、県支出金６２７万２,０００円、繰入

金６２７万１,０００円をそれぞれ減額するものであります。 

 歳出につきましては、医療諸費で、医療給付費の減などにより７,２１７

万６,０００円の減額です。 

 次に、１２ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、８２３万１,０００円を減額し、歳入歳出総

額を４億９,７２１万１,０００円にするものです。 

 歳入において、後期高齢者医療保険料は５２３万３,０００円の減額です。繰

入金は、保険基盤安定繰入金などの減により８００万４,０００円の減額です。 

 国庫支出金は、円滑運営事業費補助金４７２万５,０００円の追加であります。 

 諸収入は、円滑運営臨時特例交付金２８万１,０００円の追加をするものでご

ざいます。 

 歳出は、総務費で、後期高齢者医療システム改修業務委託料の４７２

万５,０００円の増額や、広域連合負担金で、保険基盤安定負担金の減などによ

り１,２９５万６,０００円の減額です。 

 次に、繰越明許費でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、後期高齢者医療システム改修業務委託料につきまし
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ては、国の制度見直しによる保険料軽減対策等に対応するシステムの改修が必要

となりましたが、本年度内での完了が不可能なため、国、県の許可を得て繰り越

し事業とするものでございます。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 １３ページをごらんください。 

 病院事業会計は、収益的収入が医業収益２,８４３万４,０００円の増額、医業

外収益が４３万７,０００円の減額でございます。 

 収益的支出では、医業費用が退職給与金などの増により５１７万７,０００円

を増額するものでございます。資本的収入及び支出は、収入の企業債

が３,４４０万円の減額、支出では建設改良費が３,４７４万３,０００円の減額

でございます。 

 次に、債務負担行為でございます。 

 債務負担行為は、患者監視装置につきましては、期間を平成２１年度から平

成２２年度まで限度額を４,０１６万５,０００円とし、手動式温冷配膳車につき

ましては、期間を平成２１年度から平成２４年度まで、限度額を５２７

万６,０００円とし、物品監理業務委託につきましては、期間を平成２１年度か

ら平成２３年度まで、限度額を４,４９８万２,０００円とするものであります。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 水道事業会計は、収益的収入では、大口利用減少による給水収益の減により、

営業収益が４,６４５万２,０００円の減額でございます。 

 収益的支出では、営業費用が１,５９１万３,０００円の減額、営業外費用

が４３０万５,０００円の増額、特別損失が６６１万８,０００円の減額でござい

ます。 

 資本的収入では、負担金が２４６万２,０００円の増額、企業債が上水道送・

配水管布設事業の見直し等により１億１,９５０万円の減額、固定資産売却代金

が１,６００万円の減額でございます。 

 資本的支出では、建設改良費が１億１,７６４万円の減額でございます。 

 当初予算主要事項説明の５ページから１５ページ及び一般会計補正予算（第６

号）主要事項説明４ページから８ページに記載しております主要事項につきまし

ては、冒頭で申し上げました政策体系ごとの施策と重複する部分もありますので、

説明を省かせていただきます。 

 以上をもちまして、平成２１年度当初予算及び平成２０年度補正予算案の説明
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を終わります。 

 次に、条例案等についてご説明いたします。 

 まず、議案第１４号「尾鷲市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例の

制定について」につきましては、先ほども申し上げましたけども、本年７月から

運行を予定しているコミュニティバスについて、必要な事項を定めるための条例

の制定であります。 

 次に、議案第１５号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について」、議案第１６号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例の一部改正について」、議案第１７号「尾鷲市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について」、議案第１８号「職員の給与に関する条例の

一部改正について」の４議案については、一括してご説明いたします。 

 平成２０年１２月１９日、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正す

る法律が可決成立し、国家公務員の勤務時間が本年４月１日より週３８時間４５

分に改定されることとなりました。この勤務時間につきましては、人事院で行わ

れた民間事業所を対象とした調査結果によるものです。このことを受け、総務省

より昨年１２月２５日地方公務員法第５９条等に基づき、各自治体に助言の通知

があり、本市においても、この人事院勧告及び指導に準じ、本市の職員の勤務時

間を１日７時間４５分、週３８時間４５分とするものでございます。このことか

ら、この４議案につきましては、関係箇所、関連箇所、また関係法令名の改正な

ど、条例の一部改正を行うものであります。なお、始業時間の８時３０分に変更

はありませんが、終業時間を５時１５分とする予定であります。 

 次に、議案第１９号「尾鷲市市税条例の一部改正について」につきましては、

地方税法の改正により、住民税の寄付金税額控除の対象が拡大されたことにより、

本市においても条例の一部改正を行い、寄付金税額控除の適用を行おうとするも

のであります。 

 次に、議案第２０号「三重県尾鷲市農業委員会の選挙による委員の定数条例の

一部改正について」につきましては、本市における耕作地面積、農業従事者数な

どを他市類似団体と比較検討し、現在の選挙による委員１５人を１０人に減員す

ることが適正と考え、条例の一部改正をするものでございます。 

 次に、議案第２１号「三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重

県自治会館組合の規約変更に関する協議について」につきましては、今回、三重

県自治会館組合にて共同処理する事務を追加いたしたく、地方自治法第２９０条
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の規定に基づき協議することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第２２号「尾鷲市公民館条例の一部改正について」につきましては、

旧水道部跡を陶芸教室として使用するため、その施設使用料を定めるための条例

の一部改正であります。 

 次に、議案第２３号「尾鷲市福祉保健センターの指定管理者の指定について」

及び議案第２４号「尾鷲市高齢者サービスセンターの指定管理者の指定につい

て」の２議案につきましては、一括してご説明申し上げます。 

 尾鷲市福祉保健センター、尾鷲市高齢者サービスセンターの両施設とも、地方

自治法第２４４条の２第３項の規定により、指定期間を１年と定め、社会福祉法

人尾鷲市社会福祉協議会を指定しているところでありますが、平成２１年度にお

いても同協議会を指定管理者に指定するため、同法同条第６項の規定により議会

の議決を求めるものであります。 

 以上をもちまして、予算案１３件、条例案８件、その他議案３件の提案説明と

させていただきます。何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第２７、議案第２５号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説

明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、人事案件１件についてご説明いたします。 

 議案第２５号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」につきましては、３名

の委員のうち桑原慶子氏の任期が本年３月３１日をもって満了となります。 

 桑原氏におかれましては、平成１３年４月に本市の公平委員として就任以来、

常に研鑽を積まれ、高潔で豊富な知識を兼ね備えており、公平委員として適任で

あると考え、同氏を引き続き選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の
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規定により議会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意

賜りますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議題の議案に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はござい

ません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご質疑なしと認めます。ご質疑もないようですので、これを

もって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案は人事案件でもあり、会議規則第３７条

第２項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます議案は、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 討論なしと認めます。討論もないようですので、これをもっ

て討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第２７、議案第２５号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 起立全員であります。 

 よって、議案第２５号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」は、原案のと

おり同意することに決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、あす３日から５日までを休会とし、６日

金曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時２２分〕 
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